
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

低濃度ＰＣＢ廃棄物収集運搬・処分業務委託 
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１ 適用範囲  

この仕様書は、守口市（以下「発注者」という。）が発注する、標題の業務に適用するもの

とする。 また、この仕様書は業務の大要を示すものであり、本書に記載のない事項であって

も、現場状況等に応じ、必要と認めた作業、業務は、契約金額の範囲内で受注者が実施するも

のとする。  

 

２ 目的  

低濃度廃ＰＣＢ等、低濃度ＰＣＢ汚染物（以下「ＰＣＢ廃棄物」）を収集し、安全かつ適正

に無害化施設に運搬し、処分を行うことで、保管事業者としてＰＣＢ廃棄物の適正な処理に努

めるものである。 

 

３ 業務委託概要 

（１）ＰＣＢ廃棄物 

ア ＰＣＢ廃棄物の保管場所 

桜町団地 電気室内（守口市桜町８番８号） 

イ ＰＣＢ廃棄物の数量・保管形状・種類等 

 別紙による。なお、各ＰＣＢ廃棄物の検体も処分の対象とする。 

 

４ 業務内容  

ＰＣＢ廃棄物を収集・運搬し、処分を行うものとする。 

（１）搬出・搬入 

ア 保管場所から車両積み込み場所までの移動は受注者が行うものとする。車両積み込み場

所は、建物敷地内とする。 

イ 車両への積み込み及び処理場への搬入については、受注者が行うものとする。尚、ＰＣ

Ｂ廃棄物の寸法により解体が必要なときは受注者が行うものとする。 

ウ 搬出に支障をきたす電機室内のフェンスについては、仮撤去・復旧するものとする。 

エ 保管場所での作業に必要な水、電源、ケーブル、分電盤等の機材については、原則とし

て受注者が準備するものとする。 

（２）運搬 

ア 運搬車両は「ＰＣＢ廃棄物の収集運搬業に係る都道府県知事等の許可」を受けているも

のとする。 

イ 運搬の日程については別途協議とする。 

（３）無害化処理 

ア 受注者の処理場で行うものとする。  

イ 処理場は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の4の4の第1項に基づき無害化処理

認定」又は「微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等の処分業に係る都道府県知事等の許可」を受

けているものとする。 

（４）処分 

無害化処理後の廃棄物は、関係諸法令に基づき、適正に処分するものとする。 

 

５ 法令等の遵守  

本業務の履行に当たっては、最新の下記法令、告示およびその他の関連法令に準拠するとと

もに関連する自治体の条例および行政指導等に従うものとする。また、諸法令の運用、適用は



受注者の負担と責任において行うものとする。手続きに用いる図書等で、発注者が保有するも

のについては、これを貸与又は支給する。  

（１）特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 

（２）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（３）ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 

（４）微量ＰＣＢ汚染廃電気機器等収集・運搬ガイドライン 

（５）労働安全衛生法 

（６）消防法 

（７）その他関係法令、規格、行政指導等 

 

６ 提出書類 

収集・運搬業務及び処分業務毎に必要な書類の提出時期、種類は以下のとおりとし、紙媒体

及び電子データで提出する。電子データの提出方法は、ＣＤ－Ｒ等の記録媒体、メール又は大

容量送受信サービスによって本市が指定するＵＲＬにアップロードする方法によるものとす

る。 

（１） 現場作業前 

ア 計画工程 

イ 業務計画書 

ウ 諸申請、届出書類の写し 

（２） 委託業務完了時 

ア 業務写真 

  撮影箇所は、積込、積込確認、積込完了、処分場到着（看板共）、処分場搬入、 
積降時の写真（計６枚程度） 

イ 業務完了報告書 (業務完了報告書はマニフェストで代えることができる) 

・ マニフェスト伝票 Ｂ２票（排出事業者の運搬終了確認用）  

・ マニフェスト伝票 Ｄ票（排出事業者の処分終了確認用）  

・ マニフェスト伝票 Ｅ票（排出事業者の最終処分終了確認用）  

 

７ その他  

（１）仕様書に記載が無いものであっても、法令、現場状況等に応じ、必要と認めた作業、業

務については、受注者の負担で行うものとする。  

（２）本仕様書に疑義がある場合は、発注者、受注者により協議するものとする。  

（３）暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について  

ア 受注者は暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するととも

に、不当介入があった時点で速やかに大阪府警察本部に通報を行うとともに、捜査上必

要な協力を行うこと。  

イ アにより大阪府警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、

速やかに発注者に報告すること。また、発注者への報告は必ず文書で行うこと。  

ウ 受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生

じた場合は、発注者と協議を行うこと。  

 

８ 履行期間 

 契約締結日から令和６年９月３０日まで 

以上 
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桜町団地
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30-008 30-009

銘板（SNF-LOS   75KVA 1972年） 銘板（SNF-LOS   75KVA 1972年）

保管場所（電気室　鍵付き） 廃棄物本体（写真奥の変圧器2台）


